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★ 第１回大分市自治基本条例検討委員会  （大分市役所８階 大会議室）  
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    ２．自己紹介 
３．委員長及び副委員長選出 

  ４．委員長及び副委員長あいさつ 
  ５．議 事     
        （１）大分市自治基本条例検討委員会会議の公開・非公開の決定について 

        （２）大分市自治基本条例検討委員会設置要綱の概要について 

（３）自治基本条例の概略及び他都市の制定動向について 
（４）大分市自治基本条例検討委員会開催スケジュール 
（５）その他 
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資料１
第１回大分市自治基本条例検討委員会資料（2008/06/24） 

大分市自治基本条例検討委員会会議の公開・非公開の決定について 
 
 
 
 
パターン１  会議及び会議録を公開する。 
         

☆会議を公開するときの留意点 
①傍聴者の定数について 
②傍聴者の発言の取扱いについて 
③傍聴者が会議の進行を妨げた場合の取扱いについて 

 
☆会議録の公開はホームページなどによる 

 
 
パターン２  会議のみを公開する。 

 
 

パターン３  会議録のみを公開する。 
 
 
パターン４  非公開とする。 
         

☆非公開とする場合は、その理由を明らかにする必要がある 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １
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 ２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポイント 

１ 会議録の公開 
公開の最低条件 

２ 会議そのものの公開・非公開 
非公開の場合は、会議録のみの公開となる 

３ 会議そのものを公開する場合 
① 傍聴者の定数 

会場にもよるが、報道を併せて２０名程度か 
（参考：宇都宮市 委員数４４名に対し傍聴者定数３０名程度）

  ② 傍聴者の発言の取扱い 
発言は原則認めない 
認めない場合は、その取扱いを定める（傍聴者アンケートに記載）

③ 傍聴者が会議の進行を妨げた場合の取扱い 
     警告・退室命令等 

※ 事務局案 
 

○ 原則公開とする 
○ 公開の方法は、会議の傍聴を認め、会議録を公開する 
○ 傍聴者の定数は、会場の許す範囲内とし最大２０名程度とする 
○ 傍聴者の発言は原則認めない 
○ 傍聴者において意見等がある場合は、アンケート用紙に記入し提出する 
○ 傍聴者が会議の進行を妨げるような言動を取ったときは委員長において

警告をし、なお改善がなされない場合は退室を命じる 
 
 
 



資料２
第１回大分市自治基本条例検討委員会資料(2008/06/24) 

大分市自治基本条例検討委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 本市における自治の基本理念及び自治体運営の基本原則を明らかにし、市民、 

議会及び行政の役割等を定める自治基本条例（以下「条例」という。）の制定に向け 

て必要な事項を検討するため、大分市自治基本条例検討委員会（以下「委員会」とい 

う。）を設置する。 

 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、市長に意見を述べるものとする。 

⑴ 条例に盛り込むべき内容に関すること。 

⑵ 条例の素案に関すること。 

⑶ その他条例の制定に向けて必要と認められる事項 

 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員３５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が参画依頼し、又は任命する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市民のうち次に掲げる者 

ア 関係団体からの推薦による者 

イ 一般公募により選出される者 

⑶ 市議会議員 

⑷ 市の職員 

 

 （参画依頼等の期間） 

第４条 参画依頼又は任命の期間は、第２条各号に掲げる所掌事項が終了する日までと 

する。 

 

 １
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 ２

 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき 

は、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 委員会の会議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す 

るところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、 

説明又は意見を聴くことができる。 

 

 （部会） 

第７条 条例に関する専門的事項を検討するため、委員会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長１人を置き、部会に属する委員のうちから互選により選 

出する。 

４ 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 

 

（報償金等） 

第８条 委員（第３条第２項第４号に規定する委員を除く。）に対する報償金等は、予 

算の範囲内で、市長が決定し、これを支払うことができる。ただし、委員が議会の推 

薦に基づき参画依頼を受けた議員である場合においての報償金等については、これを 

払わないものとする。 
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 ３

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 

別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年 ４月１８日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、第２条各号に掲げる所掌事項が終了する日限り、その効力を失う。 



資料３第 1 回大分市自治基本条例検討委員会資料(2008/06/24) 
 
 
 
 
 
 
 

自治基本条例の概略及び他都市の制定動向について 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大分市企画部企画課   



１．自治基本条例とは 

  

近年、全国的に制定が進んでいる自治基本条例については、確立した定義は

なく、その名称も「自治基本条例」や「まちづくり基本条例」「市民（住民）自

治基本条例」「行政基本条例」など様々です。 

 これらの内容を簡単に述べるとすれば、自治体という単位で物事を考えたり、

決めたりする場合に、どのような考え方を基本とするのか、どのような方法で

決めていくのか、誰にどのような役割や責務があるのか、というようなことを

定めている「自治の基本的なルール」となるものと言えます。 

 具体的には、日本国憲法に国民に主権があることが規定されているように、

市民にも主権があるということを条例において明確に定め、自治の基本理念や

自治体運営の基本原則を明らかにするとともに、自治体を構成する市民、議会、

行政のそれぞれの役割や市民参加と協働によるまちづくりの仕組みなど、自治

体運営の基本的な枠組みを定める自治体の最高規範性を有する条例と位置付け

られています。 

自治基本条例（最高規範） 

分野別基本条例 

個
別
条
例 

個
別
条
例 

個
別
条
例 

規
則
・
要
綱
等 

規
則
・
要
綱
等 

規
則
・
要
綱
等 
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２．自治基本条例はなぜ必要か 

  

これまでの市町村は、国から示された全国一律のルールによる行政サービス

を行ってきましたが、社会経済情勢の変化や地方分権の進展などにより、市民

と行政が協力しながら、自主・自立した独自のまちづくりが進められるように

なりました。 

こうした地域の特性を生かした独自のまちづくりを継続的に進めていくこと

が求められており、そのルールづくりが必要とされています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会経済情勢の変化 
●経済の低成長 
●行政の借金の増大 
●高齢化による社会 
保障関係費の増大 

●新たな公共領域の 
出現、地域社会に 
よる身近なサービ 
スの提供 

二重信託論 
●日本国憲法前文に、

国政は国民の信託

によるものと明記 
 

 
 
 
●市民として自治の

一部を市長、議会へ

信託している

●行政責任の明確化 
●主権在市民、国・県

の指揮監督から市 
民が最終的に監視 
する責任者へ 

自治基本条例の制定 

（自治体の憲法） 

しかし、全てを国政に信

託しているわけではなく

市民参加と協働のルー

ルづくり 
市民と自治体の関係の

明確化 
自主・自立のまちづく

り 

 
（１）市民参加と協働の基本ルール 
（２）市民と自治体の関係を明確化するルール 
（３）自主・自立のまちづくりを進めるルール 

●行政に対する監視

の重要度の高まり、

ルール化の必要 

地方分権の進展 

 

 ２



（１）市民参加と協働の基本ルール 

 

 少子高齢化の進展により行政ニーズが増大する一方、本格的な人口減少社会

が到来するなどにより厳しい財政状況が続く中で、これまでのように行政が主

体となってサービスを提供していくことが困難な状況になりつつあります。 

 ますます複雑・多様化するニーズに対し、「公平性」を原則とする行政の画一

的なサービスの提供はその対応に限界があり、官民の役割分担を見直しつつ、

民でできること、あるいは民の方が効率的でより地域に密着したきめ細やかな

サービスの提供が期待できることは民に任せるという考え方が浸透し、指定管

理者制度の導入など公共サービス部門への民間の参入の動きも広まっています。 

 さらには、阪神淡路大震災を契機として、ボランティアやＮＰＯ等の公益的

な活動が広がりを見せ、身近な地域の課題は住民自らが解決していこうとする

意識が高まっています。 

 このような状況を背景として、持続可能な地域社会を築いていくために、地

域住民、地域活動団体、ボラ

ンティア・ＮＰＯ等の公益的

な団体、さらに民間事業者も

含めた多様な主体が自発的に

地域活動に参加し、それぞれ

の持つ特性と能力を活かし合

い、協働して公共的な課題を

解決していく仕組みを構築し

ていくことが求められていま

す。 

新たな公共 
 

 
 
 
 
今までの行政が行って

きた公共の範囲 

市民・ＮＰＯ・ボラン

ティア等が行う活動 

新たな公共の

範囲 

 自治基本条例は、「新たな公

共」の仕組みを築いていくた

めに、まちづくりや市政への

参加の基本ルールと地域社会

の多様な主体による協働の基

本原則を定めるものです。 

  

 

（２）市民と自治体の関係を明確化するルール 

 

私たち国民と国政との関係を考えてみると、日本国憲法の前文には「国政は

国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は

国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と明記され

ています。 

つまり、私たちはその持てる権利を選挙という行為を通じて国政に信託する

とともに、信託した国政が決定したことに従うという約束をしていることにな

 ３



ります。 

例えば、国会が税法で税金の種類と金額を決定すると、国民はその税金を納

めることを約束する、という関係が成り立っています。 

そしてそうした約束ごとをまとめ、国家の組織や統治の基本原理・原則を定

めたものが「憲法」であり、第９８条１項ではそうした意味からも「国の最高

法規」と規定しています。 

一方で、私たちは市民として市長と市議会議員を直接選挙によって選出し、

大分市という地方自治体を形成しています。 

市民、市議会、市長が一体となり、協働して大分市という独自のまちづくりを

していることを考えたときに、

「憲法」ではその全てを決定でき

ないはずです。 

二重信託論 
 

 
住民 

国民として 

国政 

市民として 

信
託 

権
利

の
保

障 

市政 

信
託 市

民
サ
ー

ビ
ス 

義
務 

義
務 

そこで、私たちは国民として国

政への信託だけではなく、市民と

して地方自治体に対しても一部

信託を行っているのではないか、

という「二重信託論」という考え

方が生まれてきました。 

しかし、国民と国政との信託関

係は憲法で明確にされています

が、市民と地方自治体との信託関

係を明確に規定したものは今の

ところ無いと言わざるを得ませ

ん。 

自治基本条例は、こうした市民

と地方自治体の信託関係を明確

化するためにそれぞれの役割や

責務を定めるものといえます。 

 

  

（３）自主・自立のまちづくりを進めるルール 

 

 平成１２年４月の「地方分権一括法」の施行により、従来の国主導による全

国画一的な施策決定システムに替わり、自治体は国と対等な地方の政府として、

地域の特性や地域ニーズを的確に把握し、限られた行財政資源を有効に活用し

て個性あふれる施策を展開していくことが求められるようになりました。そし

て、このような分権型の施策決定システムの基本原則となるのが、自ら決定し、

自ら責任を負う「自己決定・自己責任の原則」です。 

 自治体の自己決定権が拡大し、独自施策を展開していく可能性が広がってき

たことに伴い、市民の代表機関として施策決定に携わる市議会・市長の責任は

 ４



より一層大きなものとなっています。 

 自治基本条例は、こうした自主・自立のまちづくりを進めるため、自治の基

本理念を明らかにし、自治体運営の基本的事項を定めるものです。 

３．自治基本条例の制定動向 

 

（１）条例の形態 

  

現在、全国で制定がなされている自治基本条例は、別添資料「他自治体にお

ける自治基本条例の制定状況について（大分市調べ）」に記載しているとおりで

すが、都道府県・政令指定都市レベルで５自治体、中核市で２自治体、市・区

レベルで６８自治体、町・村レベルで３５自治体が制定済みとなっています。 

 その条例の形態は様々であり、例えば北海道の「北海道行政基本条例」のよ

うに、議会についての条項はなく自治体の中の執行機関である行政の部分につ

いて運営の原則とその限界についてのみ書いている「行政基本条例」タイプの

もの。また、日本で最初に自治基本条例の見本となる条例をつくり上げたと言

われているニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条例」のように、自治体政府

と市民の間の権利義務関係を中心に明確に書かれたもの。さらには、箕面市の

「箕面市まちづくり理念条例」のように、高い理念だけを書き上げている「理

念条例」タイプのものなど、大きく三つのタイプに分けられるといえます。 

 最近制定された他都市の条例は、ニセコ町スタイルの条例が多く見受けられ、

さらにそれぞれの風土に沿って条文にアレンジを加えるなど、自治基本条例そ

のものの進化がうかがえます。 

 

 参考資料 

  「他自治体における自治基本条例の制定状況について（大分市調べ）」 

  

 

（２）共通する規定内容 

 

 これまでに制定された条例を比較してみると、構成や規定項目には少しずつ

違いが見られますが、中心的な規定内容としては、おおよそ以下の５つの共通

点があげられます。 

 

① 自治の基本理念・基本原則を明らかにしていること 

② 自治の主体である市民等の基本的な権利・責務を明らかにしていること 

③ 住民自治を実現するための参加や協働の仕組を規定していること 

④ 自治体運営の基本事項を定めていること 

⑤ 最高規範的な条例として位置づけていること 

 

 ５



 ６

 このうち、特に③に重点を置いたものとして、市民参加条例、市民活動推進

条例、協働推進条例などの「自治基本条例」に類する様々なタイプの条例や、

住民投票条例、パブリックコメント条例などの個別条例を制定する動きも見ら

れますが、「自治基本条例」はこれらの条例を包括し、かつ自治体運営の全体像

を示す基本条例として条例体系の最上位に位置づけられます。 

 こうした上位規範としての基本条例を制定することにより、この条例を枠組

み法として他の条例間の整合性を図り、条例を体系化していくことが可能にな

ります。また、この条例で定める基本理念・基本原則と、基本計画やこれに基

づく政策・施策を連動させることにより、総合的・統一的な市政運営の展開を

図っていくことにもつながります。 

  

参考資料 

  「自治基本条例比較表」 

 



資料４第 1 回大分市自治基本条例検討委員会資料(2008/06/24) 

 「大分市自治基本条例検討委員会」開催スケジュール（20 年度）  

（事務局案） 

 
平成２０年    

６月２４日（火）   
    

第１回検討委員会（委嘱状交付・顔合わせ・概要等の説明など） 
 
７月２３日（水）予定 

   第２回検討委員会（勉強会：講師 辻山幸
つじやまたか

宣
のぶ

氏（地方自治総合研究所）を予定） 

 
８月下旬予定 

    
第３回検討委員会（検討） 

 
１１月予定 

  
   第４回検討委員会（検討） 
 
平成２１年 

１月予定  
       

第５回検討委員会（経過取りまとめ） 
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